
講
演
は
①
「
民
主
党
政
権
下
に
お

け
る
障
が
い
者
制
度
改
革
の
議
論

の
概
要
」
の
説
明
が
あ
り
、
次
に
②

「
障
が
い
者
制
度
改
革
議
論
で
創

設
・
改
正
さ
れ
た
法
制
度
に
つ
い

て
」
、
③
「
こ
れ
ま
で
の
法
改
正
を

含
め
た
、
障
が
い
者
総
合
支
援
法

の
概
要
に
つ
い
て
」
以
上
３
点
に

つ
い
て
、
お
話
し
い
た
だ
き
ま
し

た
。

①
民
主
党
政
権
下
に
お
け
る
障
が

い
者
制
度
改
革
議
論
の
概
要
に
つ

い
て民

主
党
政
権
に
な
る
前
の
自
民

党
政
権
下
で
の
障
が
い
者
制
度
改

革
議
論
は
、
福
祉
サ
ー
ビ
ス
以
外

の
分
野
に
も
広
が
っ
て
お
り
、
検

討
が
バ
ラ
バ
ラ
か
つ
非
効
率
で
あ
っ

た
。
そ
こ
で

◆
障
が
い
者
自
立
支
援
法
を
廃
止

し
、
「
制
度
の
谷
間
」
が
な
く
、

障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
者
負

担
を
応
能
負
担
と
す
る
「
障
が
い

者
総
合
福
祉
法
（
仮
称
）
」
を
制

定
す
る
こ
と
。

◆
最
終
的
に
は
国
連
の
「
障
害
者
権

利
条
約
」
の
批
准
を
目
指
し
、
国

内
法
の
整
備
を
行
う
こ
と
。

◆
そ
の
た
め
に
内
閣
に
「
障
が
い
者

制
度
改
革
推
進
本
部
」
を
設
置
し
、

更
に
そ
の
下
に
下
部
組
織
と
し
て

「
障
が
い
者
制
度
改
革
推
進
会
議
」

と
「
総
合
福
祉
部
会
、
差
別
禁
止

部
会
」
を
設
置
し
て
様
々
な
課
題

の
総
合
調
整
を
行
う
こ
と
に
し
た
。
。

②
障
が
い
者
制
度
改
革
議
論
で
創

設
・
改
正
さ
れ
た
主
な
法
制
度

に
つ
い
て

◆
平
成
二
十
二
年
十
二
月
「
障
害
者

自
立
支
援
法
の
一
部
改
正
」
（
つ

な
ぎ
法
）
が
成
立
。

◆
平
成
二
十
三
年
六
月
「
障
害
者
虐

待
の
防
止
、
障
害
者
の
養
護
者
に

対
す
る
支
援
等
に
関
す
る
法
律
」

（
障
害
者
虐
待
防
止
法
）
が
成
立

◆
同
年
七
月
「
障
害
者
基
本
法
」
の

改
正
が
成
立

◆
平
成
二
十
四
年
六
月
「
障
害
者
の

日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合

的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
」

（
障
害
者
総
合
支
援
法
）
が
成
立

③
障
害
者
総
合
支
援
法
に
つ
い
て

◆
法
律
の
目
的
や
理
念

・
障
害
者
自
立
支
援
法
は
理
念
規

定
は
な
か
っ
た
が
、
総
合
支
援
法

で
は
『
障
害
者
基
本
法
を
踏
ま
え

て
、
「
共
生
社
会
の
実
現
」
「
可

能
な
限
り
身
近
な
地
域
で
支
援
が

受
け
ら
れ
る
」
な
ど
の
理
念
規
定

を
設
け
る
。
』

・
理
念
規
定
に
あ
わ
せ
て
、
法
の

目
的
に
つ
い
て
手
直
し
を
す
る
。

・
法
律
の
名
称
は
、
「
障
害
者
総

合
支
援
法
」
に
改
め
る
（
総
合
福

祉
法
を
創
設
す
る
の
で
は
な
く
、

障
害
者
自
立
支
援
法
の
名
称
を
変

え
る)

・
「
制
度
の
谷
間
」
を
埋
め
る
と

い
う
改
正
障
害
者
基
本
法
の
趣
旨

を
踏
ま
え
、
「
難
病
」
の
人
を
制

度
対
象
に
加
え
る
。

以
下
略
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神
奈

川
施
保
連
主

催

学
習
会
報
告

障害のある人たちが病気になったとき、ケガをしたときに備えて
神奈川施保連では、知的障害児者や自閉症児者が病気やケガをしたとき、また、そのため

に入院したときなどに備え、「やまゆり知的障害児者生活サポート協会」の運営に参加して

います。加入資格、その他の詳細は、下記までお問い合わせください。

やまゆり知的障害児者生活サポート協会

〒221-0844 横浜市神奈川区沢渡4-2 神奈川県社会福祉会館内
TEL 045-314-7716 FAX 045-324-0426

平
成
二
十
五
年
六
月
二
日(

日)

午
後
一
時
か

ら
、
神
奈
川
施
保
連
主
催
の
学
習
会
が
海
老
名

市
文
化
会
館
で
開
催
さ
れ
た
。

八
十
名
の
会
員
が
参
加
し
「
障
害
者
総
合
福

祉
法
の
現
状
、
及
び
、
同
法
施
行
以
降
、
地
域

生
活
の
推
進
が
利
用
者
に
与
え
た
影
響
に
つ
い

て
」
と
い
う
テ
ー
マ
で
講
演
が
行
わ
れ
た
。

講師紹介

又村あおい氏
平塚市役所企画部企画課勤務

（福）全日本手をつなぐ育成会機関誌「手をつなぐ」編集委員

（社）発達障害福祉連盟「発達障害白書」編集委員

結
局
ど
う
な
っ
た
の
か

障
害
者
自
立
支
援
法
は
廃
止

さ
れ
ず
、
単
な
る
法
改
正
に
と

ど
ま
っ
た
。
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◆
障
害
程
度
区
分

・
名
称
を
「
障
害
支
援
区
分
」
と
し
、

知
的
、
精
神
障
害
へ
の
配
慮
を
規
定
。

・
知
的
障
害
や
発
達
障
害
の
特
性
に

応
じ
て
区
分
判
定
が
適
切
に
行
わ
れ

る
よ
う
な
配
慮
措
置
を
国
へ
義
務
付

け
た
。
（
現
在
国
で
進
行
中
）

◆
相
談
支
援･

権
利
擁
護

・
障
が
い
の
あ
る
人
の
「
意
思
決
定

支
援
」
を
支
援
事
業
所
全
体
の
責
務

と
し
て
規
定
。
（
意
思
決
定
支
援
の

研
究
が
進
め
ら
れ
て
い
る
）

・
「
つ
な
ぎ
法
」
に
お
け
る
サ
ー
ビ

ス
利
用
計
画
の
対
象
拡
大
へ
の
対
応

が
最
優
先(

平
成
二
十
七
年
三
月
ま

で
に
全
員
作
成
）
。

そ
の
た
め
に
は
、
相
談
員
の
量

（
人
数
）
と
質
（
特
性
を
理
解
し
た

対
応
）
が
必
要
で
あ
り
、
専
門
性
の

確
保
を
ど
の
よ
う
に
し
て
い
く
の
か

不
明
確
。

◆
グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
、
ケ
ア
ホ
ー
ム

・
「
グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
」
へ
一
元
化

さ
れ
る
。

こ
れ
に
伴
い
ナ
イ
ト
ケ
ア
の
質
の

低
下
が
心
配
さ
れ
、
事
業
報
酬
の
設

定
（
支
援
員
の
確
保
）
が
大
き
な
課

題
と
な
っ
て
い
る
。

・
家
賃
補
助
制
度
は
月
額
一
万
円
で

全
国
一
律
。

・
GH
に
一
元
化
さ
れ
て
も
、
CH
の
よ

う
に
障
害
程
度
区
分
に
応
じ
た
事
業

費
と
す
る
こ
と
は
最
低
限
不
可
欠
で

あ
る
。

◆
地
域
生
活
支
援
事
業
の
拡
充

・
障
が
い
の
あ
る
人
へ
の
地
域
理
解

を
深
め
る
た
め
の
研
修
・
啓
発
な
ど

が
想
定
さ
れ
る
。

・
障
が
い
当
事
者
団
体
や
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
団
体
な
ど
が
自
主
的
に
行
う
活
動

や
事
業
に
対
す
る
支
援
（
財
政
的
支

援
、
広
報
周
知
な
ど
）
が
想
定
さ
れ

る
。

◆
地
域
生
活
の
基
盤
整
備

・
障
が
い
福
祉
計
画
に
地
域
の
潜
在

ニ
ー
ズ
を
織
り
込
む
こ
と
や
Ｐ
Ｄ
Ｃ

Ａ
サ
イ
ク
ル
に
す
る
こ
と
を
規
定
し

て
い
る
。

※
Ｐ
Ｄ
Ｃ
Ａ
サ
イ
ク
ル
と
は
、P

l
a
n

（
計
画
）
↓D
o

（
実
行
）
↓Ch

e
c
k

（
評
価
）
↓A

c
t

（
反
省
）
を

繰
り
返
し
な
が
ら
向
上
し
て
い
く
こ

と
。

◆
三
年
後
の
検
討
課
題

①
常
時
介
護
を
要
す
る
障
害
者
等
に

対
す
る
支
援
、
障
害
者
等
の
移
動

支
援
、
障
害
者
の
就
労
支
援
、
そ

の
他
の
障
が
い
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の

あ
り
方

②
障
害
支
援
区
分
の
認
定
を
含
め
た

支
給
決
定
の
あ
り
方

③
障
害
者
の
意
思
決
定
支
援
の
あ
り

方
、
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
利
用
の

観
点
か
ら
の
成
年
後
見
人
制
度
の

利
用
促
進
の
あ
り
方

④
手
話
通
訳
等
を
行
う
者
の
派
遣
そ

の
他
の
聴
覚
、
言
語
機
能
、
音
声

機
能
そ
の
他
の
障
害
の
た
め
に
意

思
疎
通
を
図
る
こ
と
に
支
障
が
あ

る
障
害
者
等
に
対
す
る
支
援
の
あ

り
方

⑤
精
神
障
害
者
及
び
高
齢
の
障
害
者

に
対
す
る
支
援
の
あ
り
方
。

・
こ
れ
ら
の
他
、
衆
参
両
議
院
で
の

「
付
帯
決
議
」
が
あ
り
、
附
則
に

準
じ
た
扱
い
と
さ
れ
て
い
る
。

・
主
な
決
議
事
項
は
「
グ
ル
ー
プ
ホ
ー

ム
や
小
規
模
入
所
を
含
め
た
、
地

域
で
の
居
住
支
援
」
「
難
病
者
に

対
す
る
総
合
的
な
支
援
法
制
度
」

「
精
神
障
が
い
の
あ
る
人
の
総

合
支
援
体
制
」
「
成
年
後
見
制
度

の
活
用
」
「
一
般
就
労
の
促
進
に

向
け
た
職
場
定
着
」
「
常
時
介
護

を
要
す
る
人
へ
の
適
切
な
サ
ー
ビ

ス
支
給
決
定
」
な
ど

◆
つ
な
ぎ
法
、
総
合
支
援
法
に
お
い

て
入
所
施
設
の
位
置
づ
け
に
は
変
化

な
し
。

◆
既
存
タ
イ
プ
の
入
所
施
設
の
新
規

整
備
は
事
実
上
凍
結
。

◆
現
在
認
め
ら
れ
て
い
る
の
は
、
通

所
施
設
と
Ｇ
Ｈ
の
み

◆
今
後
は
、
相
談
支
援
の
「
地
域
移

行
相
談
」
の
実
現
性
と
、
総
合
支
援

法
の
付
帯
決
議
に
あ
る
「
小
規
模
入

所
施
設
」
の
あ
り
方
が
大
き
な
ポ
イ

ン
ト
と
な
る
。

◆
本
人
の
意
思
決
定
支
援
も
重
要
な

視
点
と
な
る
。

◆
変
わ
る
制
度

措
置
↓
支
援
費
↓
障
害
者
自
立
支

援
法
↓
総
合
支
援
法

◆
変
わ
ら
な
い
支
援

本
人
に
寄
り
添
っ
た
支
援
、
地
域

生
活
支
援
の
拡
充
な
ど

Ｑ：

相
談
支
援
事
業
の
抱
え
る
問
題

点
に
つ
い
て
。

Ａ：

相
談
員
の
資
格
要
件
は
、
実
務

経
験
を
重
視
し
て
い
る
。
平
成
27
年

度
末
ま
で
（
今
後
一
年
半
の
間
）
に

入
所
六
十
万
人
の
サ
ー
ビ
ス
等
利
用

計
画
を
作
成
す
る
こ
と
が
最
優
先
課

題
で
あ
る
が
、
相
談
員
の
数
と
質
の

確
保
が
難
し
い
た
め
、
「
相
談
支
援

専
門
員
」
の
養
成
も
同
時
に
行
わ
れ

て
い
る
。
（
相
談
支
援
専
門
員
は
三

日
間
の
研
修
に
よ
り
免
状
を
授
与
さ

れ
る
）

国
は
、
サ
ー
ビ
ス
支
援
計
画
に
つ

い
て
、
施
設
内
部
の
相
談
員
が
作
成

す
る
と
、
個
別
支
援
計
画
と
の
違
い

が
認
め
に
く
く
な
る
の
で
、
外
部
の

相
談
員
に
作
成
を
依
頼
す
る
方
が
望

ま
し
い
と
し
て
い
る
。

し
か
し
、
現
在
の
相
談
員
の
数
で

は
、
入
所
、
通
所
、
居
宅
を
合
わ
せ

１
０
０
万
人
以
上
の
サ
ー
ビ
ス
利
用

計
画
の
作
成
は
無
理
。

今
は
、
体
系
の
整
備
を
優
先
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
難
し
い
状
況
に
あ

り
、
同
じ
法
人
の
中
で
、
指
導
員
兼

相
談
員
に
よ
る
サ
ー
ビ
ス
利
用
計
画

作
成
も
や
む
を
え
な
い
。

Ｑ：

利
用
者
負
担
に
関
わ
る
本
人

の
預
貯
金
限
度
額
（3

0
0

万
円
等
）

に
つ
い
て

Ａ：

利
用
者
負
担
は
、
本
人
の
収
入

に
よ
っ
て
判
定
さ
れ
る
。
預
貯
金
の

金
額
は
、
考
慮
さ
れ
な
い
。

以
上

そ
れ
で
、
ど
う
な
る
の
か

今
後
に
向
け
て

入
所

施

設

、
地

域

移

行
は

、

ど

う
な

る

の

か

変
わ
る
も
の
、
変
わ
ら
な
い
も
の

質

疑

応

答


